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　琉球王国最後の王となった尚泰王が、琉球処分で首里城を
明け渡した時に詠んだ歌といわれる。 
　歌意は「戦争の時代が終わり平和は遠からずやってくる。絶
望する事なかれ。生きることそのものが宝だ」 
　反戦平和を訴える言葉として、現在でも沖縄の人々の心に
刻まれている。 
尚泰王（しょうたいおう）……1843～1901

クレ・サラ（消費者金融）の高金利引き下げ等を求める 
請願書署名活動にご協力下さい 

クレ・サラ（消費者金融）の高金利引き下げ等を求める 
請願書署名活動にご協力下さい 

【請願趣旨】 
　2004年の個人破産申立件数は20万件を突破し、経済的理
由による自殺者は7,947人に及んでいます。 
　現在、200万人もの人々が高金利・過剰な借金の返済に窮し、
生活や事業がいつ破綻してもおかしくないともいわれています。
その大きな原因は、超低金利時代にもかかわらず、クレジット
（キャッシング）サラ金（消費者金融）・商工ローン業者が利
息制限法の制限金利（15～20％）を超え、所謂グレーゾーン
と言われる出資法の上限金利29.2％にも及ぶ高利で貸し付け
ていることにあります。本来は無効であるはずの高金利によっ
て、多くのクレ・サラ利用者は払う必要のない利息を払わされ、
多重債務に陥る結果になっているのです。 
　2007年1月を目途に、出資法の上限金利の見直しが予定さ
れています。 
　私たちは、この機会に利用者の立場にたって、出資法の上限
金利を少なくとも利息制限法の制限金利まで引き下げること、
貸金業法のみなし弁済規定の撤廃、日掛け・電話担保金融の特
例金利の廃止を強く求めます。 
 
【請願事項】 
1.利息制限法の制限金利を超える
出資法の上限金利の引き下げ 
出資法の上限金利を利息制限
法の制限金利まで引き下げる
ことを求めます。 

2.最高裁判決をふまえ貸金業規
制法のみなし弁済規定の撤廃 
最高裁判決が実質認めなかった、
貸金業規制法43条のみなし弁
済規定の撤廃を求めます。 

3.高利貸付を認める出資法の特例金利の廃止 
出資法附則の日掛け・電話担保金融の特例金利の廃止を求め
ます。 

 

① 2006年１月24日中央労福協第１回幹事会確認､ 2月7日第1

回地方労福協会議で追認｡  

② 宇都宮弁護士の講演､ 高金利引き下げをめざす全国集会の共催

など取り組む｡  

③ 連合本部は2月16日第5回中央執行委員会で ｢労福協の運動に

対し､ 理解し協力して行く｣ ことを確認｡  

④ 産別への要請・打合せ､ 傘下組織への周知､ 協力要請行動をす

る中で､ 多くの産別経由で署名活動の取り組みをはじめました｡  

⑤ 県労福協は､ 3月22日第5回理事会で取り組むことを確認する｡ 

タテ (産別) ヨコ (地域労福協) からの要請があると思いますが､ 

地域に大きく広げ、多くの署名を集約する意味もありご協力の

ほどお願いします｡  

【目標】 
①全国の署名集約の目標を1,000万人とします｡  

②内訳は労組 (縦系) 800万人､ 地域 (横系) 200万人とします｡  

【実施期間】 
①3月を準備期間とし､ 4月から全国展開｡ 6月末に最終集約します｡  

地域労福協は取り組みを集約し6月中旬までに県へ報告します｡  

【配布枚数】 
福岡､ 北九州  各2,000枚 
筑紫・甘朝､ 北筑後､ 南筑後､ 遠賀川､ 京築・田川  各1,000枚 
【協力団体として】 
グリーンコープ生協ふくおか､ 11万枚 
【地方議会の意見書採択について】 
地域議員懇と相談しながら6月議会に向けて検討して行きます｡ 
福岡県は採択ずみです｡ 

■出資法・利息制限法による金利制限 

年29.2％ 
出資法5条 

年15～20％ 
利息制限法1条 

民事上無効であるとともに、
出資法5条の違反で処罰の対
象となる

民事上も有効な金利

民事上は無効であり、判例
上も返還請求の対象となるが、
出資法には違反せず、債務
者が任意に支払った場合に
は有効は弁済とみなされる
場合のある金利（貸金業規
制法43条）
＊サラ金やクレジットのキ
　ャッシング金利
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戦さ世んしまち　みるく世ややがて 
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高齢者をめぐる犯罪と相続関係について 高齢者をめぐる犯罪と相続関係について 高齢者をめぐる犯罪と相続関係について 高齢者をめぐる犯罪と相続関係について 

福岡新水巻病院　福岡県遠賀郡水巻町立屋敷1丁目2－1 
　　　　　　　　  ＴＥＬ093－203－2220 (代) 

標準コース　検査料3万円（消費税込み、昼食付） 
肺、心臓、胃腸等の検査を中心に、生活習慣病予防及び癌の早期発見を目的としたコースです。 

特別コース　検査料5万円（消費税込み、昼食付） 
標準コースに、脳梗塞、脳腫瘍、脳動脈瘤等の早期発見を目的として「脳ドック検査」を追加したコースです。 

PETコース　検査料10万円（消費税込み、昼食付） 
特別コースに、肺癌、転移性肝癌、乳癌、大腸癌等の早期発見を目的として、PET（癌発見専用の最新医療機器）」
検査を追加したコースです。 

廃業のお知らせ 大分県日田市天瀬町湯山　国際観光旅館 ｢久壽屋｣ 平成18年3月31日 

　3月22日桜のつぼみもふくらみ､ 春のかおりとたよりがとどくなかで､ 全労済モルテ
ィ天神ビルにおいて､ 県労福協・福退連共催により､ ｢元気に楽しくくらすための学習
会｣ を開催いたしました｡  
　伏下事務局長の司会進行により､ 最初に働く仲間の事業団体 ｢労金｣ ｢全労済｣ から事
業の展開状況や､ 今取り組んでいる新しい商品が紹介され､ ｢地域の皆さんにこくみん
共済などの宣伝をしてほしい｣ など説明がおこなわれました｡  
　つづいて市川弁護士より､ ｢高齢者をめぐる犯罪と相続関係について｣ の講演をうけ
ました｡ 高齢者をめぐる犯罪は振り込めサギなど手口は巧妙になっている｡ ハガキや電
話は無視すること。悪徳商法では住宅リフォームが23％､ あと羽毛ふとん、健康食品
などの訪問販売に注意を｡ 問題があれば県､ 市消費生活センターの利用を。貸金・借金は､ 貸さない､ 借りない､ 保証人になら

ない､ などが大切である｡ 相続関係では､ 遺産でもめた時の対応や、法定相続分については、
生前贈与の長所・短所､ 借金も相続であり放棄は3か月以内に手続きをしなければならない
など､ 有意義な講演でした｡  
　質問では遺言書の正当性などが出されました｡  
　今後は団塊の世代07年を迎えます｡ 「勤労者の暮らしにかかわるサポート事業」の指導者
や､ 地域ボランティア活動のリーダー育成､ 地域になじみ､ 地域にとけこむことが必要です。
元気で活発な高齢者になってほしい｡ そのために県､ 地域労福協は高齢､ 退職者と積極的に
かかわっていく方針です｡ 
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クレ・サラ（消費者金融）の高金利引き下げ等を求める 
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　前頁表のように、出資法という法律で貸金業者に認められ
ている上限金利は29.2％。これを超える金利で貸付をすれ
ば刑事罰が科されます。一方、民事上有効と認められている
のは利息制限法による貸付で、そのあいだの金利がグレーゾ
ーンと呼ばれています。クレ・サラ業者は利息制限法の制限
金利を超えても罰則がないこと、また貸金業規制法に一定の
条件を整えておけば借入者が任意に支払った利息として受領
できる「みなし弁済」規定があることを理由に年25～
29.2％もの高金利をとり、私たちも当たり前のように払わ
せられています。 
　最近の最高裁の判例では、この「みなし弁済」は無効とす
る判決が相次いで示されています。本来は無効であるはずの
高金利によって、多くの借入者が払う必要のない利息を支払
わされているのです。出資法の上限金利と利息制限法の制限
金利という法律の二重構造が問題です。金利は利息制限法に
一本化し、いわゆるグレーゾーンを廃止し貸金業法43条の「み
なし弁済」規定を撤廃させましょう。 

　経済苦による自殺は警察庁の統計によると平成16年度は
7,947名。毎日20人以上の人が自殺していることになりま
す。これは日本全国で一年間に交通事故で亡くなる人をオー
バーするほどの実態です。交通事故では国家をあげての対策
がとられていますが、自殺者の問題についてはなんら対策が
講じられてはいません。 
　現在、多重債務者の予備軍は200万人いるとも予想され
ています。厳しい取立てから逃げるためにホームレスになっ
たり、金銭トラブルを巡る著しい環境の変化から離婚・一家
離散・児童虐待・校内暴力、果ては僅かな返済金欲しさに強
盗や凶悪犯罪に発展するケースも少なくありません。もはや
クレ・サラ問題は大きな社会問題となっているのです。 
 

払わなくていい利息をなぜ払わされるのか？ 

 

クレ・サラの問題は社会的な問題です！ 

電話予約及び 
ライフサポートカード持参 

講
師
　
市
川
弁
護
士 
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入院 
病気やけがで
入院したとき 
〈入院共済金〉 

日額 3,000円 

入院日額 

3,000円型 
入院日額 

5,000円型 

日額 900円 

日額 900円 

最高 60万円 

18万円 

3・6・12万円 

10万円 

病気やけがで
手術を受けたとき 
〈手術共済金〉 

入院前に 
通院したとき 
〈入院前通院共済金〉 

退院後に 
通院したとき 
〈退院後通院共済金〉 

長期入院 
したとき 
〈長期入院見舞金〉 

死亡したとき 
〈死亡共済金〉 

高度先進医療を 
受けたとき 
〈高度先進医療費用共済金〉 

手術 

死亡 

長期 
入院 

高度 
先進 
医療 

通院 

1回につき 

日額5,000円 

日額1,500円 

日額1,500円 

最高100万円 

30万円 

5・10・20万円 

10万円 

1回につき 

1日以上入院したとき1日目から
（日帰り入院も保障） 
1回の入院で最高180日、 
通算1,000日まで 

入院前90日間に通院したとき 
最高30日まで（※1） 
退院後通院分と合計して通算
750日まで〈入院日額の3割〉 

退院後180日間に通院したとき 
最高60日まで（※1） 
入院前通院分と合計して通算
750日まで〈入院日額の3割〉 

大学病院など国が指定する医療
機関で入院中に高度先進医療を
受けたときの技術料相当分（※1）
〈入院日額の200倍を限度〉 

手術（全労済所定）の種類に応じ
て〈入院日額の10・20・40倍〉 

連続して270日以上入院したと
き〈入院日額の60倍〉 

病気やけがに 
幅広く備える 

入院日額は最高10,000円
まで選べます

例 例 30歳男性の場合 

30歳女性の場合 

45歳男性の場合 

45歳女性の場合 

月
掛
金 

2,270円 
2,310円 
3,380円 
3,340円 

3,570円 
3,650円 
5,380円 
5,340円 

 

終身医療プラン 

定期医療プラン 

終
身 

定
期 

契約期間は
5年・10年

ベーシックタイプ 

総合タイプ 

三大疾病 
プラスタイプ 

女性疾病 
プラスタイプ 

総合タイプ 

三大疾病 
プラスタイプ 

女性疾病 
プラスタイプ 

入院・手術に絞った
シンプルな保障

入院・通院から死亡まで
幅広くカバーする総合保障

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中
に手厚い保障

女性の病気や
ガンにも安心の保障

入院・通院から死亡まで
幅広くカバーする総合保障

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中
に手厚い保障

女性の病気や
ガンにも安心の保障

契約期間 プラン／タイプ 

 総合タイプ に 三大疾病（プラスタイプ）をプラス
する事ができます。 
又、総合タイプ に 女性疾病（プラスタイプ）を 
プラスする事もできます。従来の 定期型（～80歳まで） 
 終身医療（ベーシックタイプ）と合わせて、健康な
時にご検討下さい。詳しくは各支所にお問い合わせ
下さい。 

（※1）入院共済金が支払われる場合に 
　　　お支払いします。 

終身生命共済、個人長期生命共済

保障のことなら 

お問い 
合わせは 

（福岡県労働者共済生活協同組合） 
全労済福岡県本部 

TEL 092-739-6100
全労済 筑後支所 

福岡県久留米市東町42－14ワカナステートビル3F 

TEL 0942－38－8211

全労済 北九州支所 
福岡県北九州市小倉北区真鶴1－5－15 真鶴会館3F 

TEL 093－591－7220

全労済 福岡支所 
福岡県福岡市中央区舞鶴1－1－7 全労済モルティ天神ビル3F 

TEL 092－732－4047

ホームページアドレス http://kyusyu.rokin.or.jp/
〒810-8509　福岡市中央区大手門3-3-3　1092-714-7143

お問い合わせ先 

九州労働金庫福岡県本部 



４ この機関紙は再生紙を使用しております。 この機関紙は再生紙を使用しております。 

子育てに一人でなやまず、 介護する人、 される人気軽にお電話ください。  
かけてみたら　あんなこと　こんなこと　教えてくれた。  
世の中、 障害があっても、 若者もお年寄りもみんな同じです。  
楽しくいきいき生活していくことが大切です。  
 

開設日 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

北九州エリア(遠賀郡水巻町頃末北)

月～金 9：00～16：00 (祝日開設)

093-202-3039
093-202-3039

福岡エリア(福岡市中央区今川)

月～金 10：00～16：00 (祝日休み)

092-731-1455
092-731-1457

筑紫エリア(春日市春日原北町)

月～金 10：00～16：00 (祝日休み) 

092-593-5370
092-915-0577

筑後エリア(久留米市南町)

月～金 10：00～16：00 (祝日休み)

0942-21-5406
0942-21-5464

地域内70120-412-942

リバレイン 
アジア美術館 

博多座 

櫛田神社 

冷泉公園 

国　体　道　路 至 キャナルシティ 

至 天神 明治通り 
福岡 
銀行 

地下鉄　　※ 
中洲川端駅 

山口 
銀行 

川端町バス停 
土居町 
バス停 

ファミリー 
マート 

小松 
ビル 

ロー 
ソン 

フ
コ
ク 

生
命
ビ
ル 

至 県庁 

川
端
商
店
街 

博
多
川

 

大
博
通
り 

至 

博
多
駅 

呉服町バス停 

スーパー 
サニー 

奥の堂バス停 

〒 

地下鉄 
呉服町駅 土

居
通
り 

福岡県労福協 
小松ビル2F

※地下鉄中洲川端駅の最寄り出口5番 

ホームページアドレス 

九州労働金庫福岡県本部 
（092）714－7143

http://kyusyu.rokin.or.jp/

安心のろうきんローン 

お問い合わせは 

家族と住まいに大きな安心。 
セット加入で頼れる保障。 

全労済は、営利を目的としない保障の生協として共済 
事業を営み、組合員の皆様の安心とゆとりある暮ら 
しをめざしています。すでに組合員は全国で1,390万人。 
出資金をお支払いいただいて各都道府県生協の 
組合員になれば、各種共済をご利用いただけます。 

全国労働者共済生活協同組合連合会 

全労済福岡県本部 
ＴＥＬ 092－739－6100

（福岡県労働者共済生活協同組合） 

http:    www.zenrosai.or. jp// 
インターネットホームページアドレス 

保障のことなら 

加 盟 団 体 
北九州地域労福協／遠賀川地域労福協／福岡地域労福協／北筑後地域労福協／南筑後地域労福協／筑紫・甘朝地域労福協 
京築・田川地域労福協／連合福岡／九州労働金庫福岡県本部／全労済福岡県本部／福岡県生活協同組合連合会／真鶴会館 

　この度下記の通り事務所を移転いたしましたので、お知らせいたします。お近くにお越しの
節は、お立ち寄り下さい。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

新 所 在 地  
新電話番号 

〒812-0025　福岡市博多区店屋町6番5号 小松ビル2階 
TEL 092-263-3141　FAX　092-263-3121

セーフティネット セーフティネット 

博多都ホテル 

市川法律事務所 
博多東ハニービル７階 

久留米方面 小倉方面 
JR博多駅 

NTT博多支店 

アパマン 

筑紫口 

福岡県 
福岡東総合庁舎 

JR小倉駅 

東京三菱 
銀行 

カメラの 
ドイ 

日興 
証券 

旧電車通り 

平
和
通
り 

伊勢丹 

南口 ONO 
ビル 

市川法律事務所　弁護士 市川　俊司
福岡市博多区博多駅東２丁目２－２ 博多東ハニービル７階 
TEL 092－432－5211

ナリッジ共同法律事務所　代表弁護士 石井　将 他３名
北九州市小倉北区京町２丁目７－７ ONOビル５階 
TEL 093－531－3515

２．但し、着手金、弁護士報酬金、その他必要経費は、個人負担となります。 
３．相談窓口は、県・地域労福協および、九州労働金庫福岡県本部・各支店で受け付けます。 

１．相談対象範囲 
① 労福協の会員及びその構成員（家族含む）
② 《ろうきん》の会員（労働組合）・組合員（家族含む）

ろうきん会員（労働組合）・組合員（家族含む）労福協会員及びその構成員（家族含む）

①② 

① 

連携 

② ① 

①② 

　② 

担 当 「 弁 護 士 」

ろ　う　き　ん県・地域労福協

相談弁護士 

2004年8月1日より 
相談窓口を開設しています。 

記 

2006年5月1日 


